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はじめに 

■ 計画の位置づけ  
○ この計画は「子どもの権利条約」や「子ども・子育て応援プラン」「次世代育成支

援対策推進法」などに基づいて、子どもと子育てを地域社会全体で支える「子育
て支援社会」を精華町で実現していくために策定したものです。 

○ まちづくりの児童育成部門の計画にあたり、関連する諸計画と連携を図りながら、
ノーマライゼーションの理念を踏まえ、社会の一員として子どもの人権が尊重さ
れるべきことを前提として、有効な子ども・子育て支援の施策展開を図ります。 

ノーマライゼーション：障がいのある人や高齢の人など、社会的に不利を負いやすい人びとを当
然に包括するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人びとと同等の権利を享受でき
るようにするという考え方、方法。 

関連計画：「精華町第 4 次総合計画」「精華町第 2 次保育所づくり構想」「精華町健康増進計画」
「精華町障害者基本計画」「精華町地域福祉計画」「人権教育のための国連 10 年 精華町行動計画」
（平成 21 年 11 月時点の既定計画） 

○ 「精華町児童育成計画・精華町次世代育成支援行動計画（平成 17 年 3 月策定）」
の前期計画期間終了に伴い、次世代育成支援行動計画に係る内容の見直しを行う
とともに、児童育成計画に係る内容の再編と時点更新を行い改定し、後期計画を
策定するものです。 

 
■ 計画の期間  

■ 2010（平成 22）年度 から 
■ 2014（平成 26）年度 まで 

 
■ 計画の対象  

■ 0 歳～18 歳未満の子ども 
■ 子どものいる家庭 
■ 子どもとその家庭を取り巻く精華町の地域社会全体 



精華町が考える、子ども・子育ての姿 

 
 
 
 
 
 

精華町は、子どもの健全な成長のために町民のす
べてが力をあわせることを『こどもを守る町』宣言
（昭和 43 年制定）として掲げ、まちづくりを進め
てきています。 

その精神を正しく受け継いで「子どもと子育てを
地域社会全体で見守り、支援する」ことを精華町の
子ども・子育てを応援する上での基本理念とし、こ
れを

のキャッチフレーズで
示します。 

 

子どもと家庭、地域はひとつ！
にこにこ子育て、すくすく精華

　  「子どもと家庭、地域はひとつ！  にこにこ
子育て、すくすく精華」



計画の課題 

１ 私たちの手で、「子育て家庭相互の支えあい」や「地域ぐるみの子育
て」の力が強い精華町としていくことが大切となっています。 

○ 私たちは、昔から家族と地域の支えのもとで「家庭」での子育てをしてきていますが、全国的な傾
向として、子育て世帯がその親の世帯といっしょに住まなくなったり、1 世帯が生み育てる子ども
の数が少なくなったり、ライフスタイルが多様化したり、また、社会全体で高齢化が進んだりする
ことで、家庭や家族のようすが変わってきました。 

○ その結果、「子どもを育てる」ということを、家庭だけで行うことがどうしても難しくなってきて
おり、近所での子どもへの自然なあいさつや声かけがみられなくなるなど、「地域のつながり」や
「地域全体で子どもと子育てを見守る力」も弱まってきています。 

○ 児童虐待、いじめ問題の深刻化、不登校や引きこもりの増加、子どもの学力・体力の低下、フリー
ターやニートあるいは若年失業者の増加、子どもが被害者・加害者となる事件の増加など、今日の
子どもと子育てに関係する様々な社会問題も、こうした変化と少なからず結びついていると考えら
れます。 

児童虐待（child abuse）：「abuse」は不適切な扱い、誤った扱いを意味する。全国で相次ぐ児
童への虐待行為に対処すべく、2000 年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行。保護者に
よる児童への暴力を指す。暴力行為は主に、身体的・性的・心理的虐待、ネグレクト（保護の怠
慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為）などに区分される。 

○ 精華町では、子育て世代を中心とした転入が増えていることから、さらに「地域ぐるみの子育て」
の力を高めていくことが求められています。 

２ 「孤立しない・行き詰まらない子育て」のため、すべての子育て家庭
に地域社会との関わりあいをつくっていくことが求められます。

○ 計画課題の１と関連して、幼稚園や保育所を利用せずに子どもを育てている家庭、特に、転入して
きて家族や友人とのつきあいがあまりない家庭などでは、主に母親が子育てを抱え込んで孤立し、
行き詰まりやすくなります。これは、「育児うつ」や児童虐待などを招きかねない状況です。

○ 取り返しのつかない事態を起こさないためにも、訪問相談など、子育て家庭に対して一歩踏み込ん
だ働きかけをしていくことで、町内のどの子育て家庭も、子育ての悩みを打ち明けたり、子育てか
ら離れてリフレッシュしたり、子育て仲間と交流したりできる時間をもてるようにしていくことが
求められます。



３ 男性も女性も喜びをもって子育てできる、すべての子どもが自分らし
く育つことができる地域社会にしていく必要があります。

○ さらに、計画課題の１とした内容には、日本社会における男女間の不平等が背景にあって、これま
で女性が「家庭生活」や「地域生活」を、男性が「職業生活」を主に担うという社会としてきたこ
とが大きく影響しています。

○ 誰もが「家庭生活」「地域生活」「仕事」のバランスのとれた人生を自分の意思で選びとることがで
きる社会づくりのひとつとして、子育てについては、特に男性がこれにもっと関わって、たくさん
の喜びを感じていけるように、地域社会全体で応援していくことが求められています。

○ また、子どもに対して「女の子だから」「男の子だから」と性別の社会的な立場・役割を押し付け
ることなく、子どもが「自分らしい生き方」を「当たり前に」「自分の意思で選びとって」いける
地域社会としていかなくてはいけません。

４ 「子育てで頼りになる精華町」として、情報受発信・医療・相談の体
制を充実させていくことが求められています。

○ 「様々な子育て関連情報が簡単に手に入れられる」ことが望まれており、様々な情報をネットワー
ク化を進めて自由に利用できるようにしていく必要があります。 

○ 特に、「子どもが夜間に高熱を出した」などの緊急時に、保護者はどのように行動すればよいのか
といった情報については、「いつでも」「すぐに手に入れられる」ことが強く求められています。 

○ これら情報は、転入世帯が多いという町の特性も踏まえて、町内外から広く利用できるようにして
いくことが望まれます。 

○ また、救急・夜間を含めた小児科医療の体制があること、子育てに関して日常的なことから専門的
なことまで気軽に相談できることは、精華町での「子育ての安心」に深く結びついており、こうし
た体制の充実を図っていく必要があります。 



５ 多様な保育ニーズ、一人ひとりの子どものニーズに柔軟に対応できる
ように、保育サービス等を充実させていくことが求められています。

○ 一時預かりや託児など不定期の預かり、土曜日・休日や学校長期休業中などの保育、病児・病後児
の保育、放課後児童の預かり、障がいのある子どもへの対応など、保護者の就労と育児の両立を柔
軟な対応で支援する保育サービスを中心に、その充実が求められています。 

○ また、保護者と保育士・保護者相互の交流の充実、子どもに関わる施設でのアレルギー児童への対
応強化など、子ども一人ひとりのニーズに丁寧に対応していくことが求められています。 

６ 子どもがのびのびと遊べる安全な公園や、親・子などが気軽につどい
交流できる場所が身近に求められています。

○ 子どもがのびのびと遊ぶことができ、保護者が安心して子どもを遊ばせておける公園や広場などが
身近に求められています。 

○ 親・子などが気軽に交流できるサロン、天候に左右されず雨天等にも利用できる屋内の遊び場など
が望まれています。 

○ 子どもが使う施設や学校、子どもがよく通る道路などについて、交通安全の確保や防犯の対策が求
められています。 

 



計画の目標 

課題を踏まえて、「子どもと家庭、地域はひとつ！ にこにこ子育て、すくすく精華」
の理念のもと、この計画の目標として以下の３つのまちの姿を設定します。

 
 
 
目標１ 

子どもがたくましく伸びやかに育っていけるまち  
様々な生活体験を通じて、子どもが自らの心と体を伸び伸びと自然

に成長させていけるような、「子ども」を応援するまちを目指します。 

目標２ 

安心して子どもを生み育てていけるまち  
母子保健や保育サービスの充実などにより、子育て家庭の暮らしを

適切に支える仕組みが充実した、「子育て」を応援するまちを目指しま
す。 

 
 
目標３ 

地域ぐるみで子ども・子育てを見守るまち  
「こどもを守る町」宣言を行っている精華町として、地域ぐるみで、

子どもの人権を尊重し子どもを守り育てることの責務を担い、子育て
を見守るまちを目指します。 



精華町の取り組み 

各目標に対応し、以下の施策体系のもとで子ども・子育ての応援を図っていきます。 

目標 施策の柱 施策の領域 

① 「子ども目線」の尊重 目標１： 
子どもがたくまし
く伸びやかに育っ
ていけるまち 

「子ども」 
を応援する施策 

② 「遊び・生活体験」の応援 

③ 「学び」の応援 

④ 「発達・療育」の応援 

⑤ 「保健・衛生」の充実 

① 「母子保健・医療」の確保 目標２： 
安心して子どもを
生み育てていける
まち

「子育て」 
を応援する施策 

② 「保育サービス等」の充実 

③ 「保育所」の環境向上 

④ 「放課後児童」の応援 

⑤ 「子育て費用等」の負担軽減 

① 「地域子育て支援」の充実 目標３： 
地域ぐるみで子ど
も・子育てを見守る
まち

「地域ぐるみ」 
で子ども・子育て 
を応援する施策 ② 「児童虐待等」への対応 

③ 「家庭・地域の子育て力」の継承 

④ 「子育て応援企業」への支援等 

⑤ 「子どもの安全づくり」の強化 



「子ども」 
を応援する施策 

それぞれの施策の領域の目標 

 

① 「子ども目線」の尊重 

目 標 子どもの人権が尊重され、子ども目線のま
ちづくりが行われている

 

② 「遊び・生活体験」の応援 

目 標 子どもが、地域での充実した生活体験を得
て、たくましく遊び、成長している

 

③ 「学び」の応援 

目 標 子どもの豊かな心と生きる力が育まれ、一
人ひとりの個性が輝いている

 

④ 「発達・療育」の応援 

目 標 障がいのある子ども一人ひとりに応じた、
発達・自立への支援が充実している

 

⑤ 「保健・衛生」の充実 

目 標 学校・家庭や地域における衛生管理等が適
切に行われている



個 別 の 施 策 

① 「子ども目線」の尊重  
○ 子どもの人権を大切にし、その声に耳を傾けながら、子どもが地域社会の次の担い手としての立場

で元気いっぱい活躍できるよう、子ども目線を尊重したまちづくりを進めていきます。

施策 概要 
子どもの声を聞くまちづくり
の推進 

子ども議会の開催や様々なまちづくり活動への子どもの参画促進な
ど、まちづくりの主体である子どもが活躍できる機会の拡充を図って
いきます。 

子どもにやさしい施設整備の
推進 

子どもが利用する施設や、子どもといっしょに利用する公共公益施設
等について、子どもにやさしい環境づくりを進めます。 

② 「遊び・生活体験」の応援  
○ 子どもが、その心と体を育てるかけがえのない時期に、発達段階に応じて遊ぶ、いのちや食の大切

さにふれる、文化芸術に親しむ、スポーツを楽しむなどの貴重な生活体験が日常的に得られるよう
努め、子ども自らによる“文化”がさらに紡がれ継承されるよう図っていきます。

施策 概要 

子どもと親の気軽な遊び場の
提供 

天候に左右されずに雨天等にも利用できる子どもと親の気軽な遊び
場、児童遊園や里山活用型の公園、球技などができるスポーツ施設、
青少年の自由な活動に利用できる街角スペースなどの整備を検討し
ていきます。 

図書館における児童サービス
などの活動の充実 

図書館等において、児童向け図書の充実、読み聞かせなど、子どもが
幼少期より本に親しむための取り組みを行っていきます。 

いのちにふれる機会の充実 
子どもに「親性」を育む取り組みとして、地域生活や学校生活のなか
で、小さな子どもとのふれあいの機会を持てるよう図るとともに、適
切な時期での性教育を充実させていきます。 

食育の推進 地産地消の活動や学校給食等との連携のなかで、正しい食習慣と地域
の食文化を子どもに伝える取り組みの充実を図ります。 

文化・芸術・科学等にふれる
機会の拡充 

学校教育を中心とするなかで、幼少期から、子どもが様々な芸術、先
端の科学技術、異文化などにふれる機会を増やしていきます。 

体育・スポーツ活動の充実 学校教育における体育・スポーツ活動の推進を図るとともに、子ども
会やスポーツクラブなどでの活動内容の充実を促していきます。 

公共施設の地域活用の推進 
学校教育施設、むくのきセンターなど各種公共施設について、地域に
おける活用の促進を図ることにより、地域で子どもが安全に遊べる場
所としていきます。 

公園や広場の適切な配置と維
持管理 

公園や広場等を、地域の身近な遊び場として適切に配置するととも
に、近隣住民等との協働による管理体制づくりを図っていきます。 



個 別 の 施 策 

③ 「学び」の応援  
○ 子どもが自らの持つ無限の可能性を開花させていけるよう、まちと地域社会に適切な成長環境を整

え、学校・家庭・地域が一体となって、子どもに自然観や就労観・社会観、豊かな心と生きる力を
育んでいきます。

施策 概要 
総合的な学習や体験学習の充
実 

学校教育等において、一人ひとりに応じた教育の充実に努めるととも
に、地域の資源や人材を活用し、自然体験やボランティア体験等を通
じた学びの機会充実を図ります。 

「心の教育」の充実 子どもに豊かな人間性を育む「心の教育」の充実を図っていきます。 

教員の資質向上のための研修
の充実 

教員の学習指導力向上のほか、家庭・地域・学校・学校間の連携、あ
るいは、保健・福祉・教育の連携を強めることを重視して、必要な連
絡協議、研修等を行っていきます。 

学校間の交流活動の推進 町内外の学校間の交流活動の充実を図ります。 

学校評議員活動の充実 開かれた学校づくりの推進を担う学校評議員による活動の充実を促
進し、地域と連携した学校運営をさらに進めていきます。 

就学前教育体制の充実 未就学児童の成長を、就学前教育・保育の連携のもとで一体的に見守
っていきます。 

④ 「発達・療育」の応援  
○ 子ども一人ひとりが持つそれぞれの特徴や個性を尊重した適切な発達支援・療育等に努めるととも

に、発達が気になる子どもを養育する家族に対して、必要な相談・支援等を行っていきます。

施策 概要 

発達・発育相談の充実 子どもの発達・発育についての保護者の不安を受け止めて養育を支援
し、子ども一人ひとりの成長をともに見守っていきます。 

療育体系の充実 
発達が気になる子どもとその保護者に対する療育・相談支援の体制に
ついて、乳幼児期から学校卒業後まで一貫したものとなるよう、関係
機関等と連携しながら充実させていきます。 

障がいのある子どもの多様な
交流活動の充実 

障がいのある子どもの情操を育み、障がいのある子どもに対する理解
を広めるため、多様な交流活動の機会をつくっていきます。 



個 別 の 施 策 

⑤ 「保健・衛生」の充実  
○ 子どもの心と体の健康を守るため、「相談できる学校づくり」などの取り組みを進めていきます。

特に、喫煙や薬物乱用の予防について、子どもを対象として徹底して行っていくことが求められて
いることから、未成年者の飲酒防止の取り組みとあわせて、これらのいっそうの強化を図っていき
ます。

施策 概要 
喫煙・飲酒・薬物乱用防止等
に関する啓発の推進 

学校保健の取り組みを通じて、喫煙や飲酒、薬物乱用などについての
啓発を強めていきます。 

相談できる学校づくりの推進 子どもの悩みを受け止め、また、心の健康を守るために、学校におけ
る相談・指導やカウンセリングの対応を充実させていきます。 

保健・衛生指導の充実 学校給食等をきっかけとして、子どもと家庭、地域に対して、保健・
衛生の指導・啓発に努めます。 

給食の安全管理の徹底 
学校や保育所における給食の徹底した衛生管理を行うとともに、町内
の各施設において、食物アレルギーなどに適切な対応が確実にできる
よう図っていきます。 



個 別 の 施 策 

「子育て」 
を応援する施策 

それぞれの施策の領域の目標 

 

① 「母子保健・医療」の確保 

目 標 母子保健・医療等が整っていて、子育て
家庭に出産・育児への不安がない

 

② 「保育サービス等」の充実 

目 標 各種の保育サービスが充実しており、安
心して働き、子育てができる

 

③ 「保育所」の環境向上 

目 標 常に望ましい保育環境で適切な保育サー
ビスを提供している

 

④ 「放課後児童」の応援 

目 標 各小学校区に放課後児童の居場所・活動
プログラムがある

 

⑤ 「子育て費用等」の負担軽減 

目 標 子育ての経済的な負担を軽減する仕組み
が適切に運用されている



個 別 の 施 策 

① 「母子保健・医療」の確保  
○ 子どもと母親の心と体を守る取り組みを進めて、「母親となること」「子どもを育てること」に伴う

不安の軽減を図っていきます。 

施策 概要 

母子保健サービスの充実 
妊娠、出産、乳幼児期の各段階における健診や相談、訪問指導などを
行うとともに、母子に対する喫煙・飲酒等の健康への影響についての
啓発に努めます。 

産前産後のヘルパー派遣の実
施 

多胎出産や 3 歳未満の児童がいる家庭における妊娠・出産への支援
として、産前産後の家事援助ニーズに応えるヘルパー派遣制度を創設
します。 

「子ども医療」の充実 
小児科や救急・夜間医療の確保に努めるとともに、保健・医療機関等
の連携強化、医療機関等の情報の充実と適切な提供などを図っていき
ます。 

② 「保育サービス等」の充実  
○ 「子どもを育てる」ことの責任を、家庭や地域で確実に担うなかで、保育ニーズに適切に応える保

育サービスを提供できるよう図っていきます。 

施策 概要 

通常保育等の実施 
町内のすべての保育所において、保護者が平日・土曜日の日中に就労
のため保育できない子ども（障がいのある子どもを含む）を、保育し
ます。 

延長保育等の実施 通常保育の前後に時間を延長して、保育を行います。 

一時預かりの拡大 保護者の急病や育児疲れ解消等に対応し実施している一時預かりに
ついて、預かり時間の拡大を図っていきます。 

ショートステイ・トワイライ
トステイの実施 

町内の児童福祉施設において、平日の夜間や休日の保護者不在時に、
児童を一時的に預かります（トワイライトステイ） 
また一時的（1 週間以内）に児童を預かります（ショートステイ） 

休日・夜間保育の実施検討 休日・夜間の保育ニーズを把握するとともに、広域的なサービスによ
る対応も視野に入れて実施の検討を行います。 

産休明け保育への支援 
産休明けから育児休業までの間の子育て支援ニーズに対応して、子育
ての意義と社会の仕組みの両面から、望ましい支援を検討し実施して
いきます。 

病児・病後児保育の充実 病後児保育室「ひまわり」において病後児保育を実施しており、今後、
病児への対応も検討していきます。 

子育てからのリフレッシュ機
会の充実 

子育て中の保護者に対して、息抜きや他の保護者との交流の機会など
をつくっていきます。 



個 別 の 施 策 

③ 「保育所」の環境向上  
○ 開発動向に応じて増加する保育需要に応えて、保育所の待機児童数ゼロを基本とするとともに、町

内の保育環境・保育水準の平準化と向上に努めていきます。 

施策 概要 
保育所施設・設備の計画的な
維持管理・更新 

既存保育所について、建替や増改築を含めた、施設・設備の計画的な
維持管理・更新を図っていきます。計画期間においては、ほうその保
育所とほうその第 2 保育所の統合による新保育所の建設を行います。 

保育所運営の効率化の推進 保育所の運営形態について、ニーズを踏まえた、効率的で柔軟な保育
の提供が可能となるよう、検討を進めます。 

保育水準の平準化と向上 町内の保育水準の平準化と向上を図るため、研修の充実などによって
保育士の技能向上を図ります。 

④ 「放課後児童」の応援  
○ 放課後や週末などにおいて、子どもの健全育成を図るために、遊びや生活の場の確保・充実に努め

ていきます。 

施策 概要 

放課後子ども教室の拡充 遊びや学びを通じた、放課後児童の健全育成のためのプログラムの拡
充を図ります。 

放課後児童クラブの拡充 
保護者が就労のために日中に家庭にいない小学生を対象として、放課
後児童クラブを実施します。さらなる拡充のため、今後、国の示すガ
イドラインを踏まえた多様な運営形態等を検討していきます。 

障がいのある子どもの放課後
支援の拡充 

集団を苦手とする子どもなど、すべての子どもが放課後に遊びや生活
の場が得られるよう図るとともに、子どもの小学校卒業後にも、保護
者が就労を続けられるよう、係る支援の拡充に努めていきます。 



個 別 の 施 策 

⑤ 「子育て費用等」の負担軽減  
○ 子育て世代にとって、子育てに要する経済的負担を軽減するため、各種手当、医療費助成などの適

切な給付を図るとともに、一部について、町独自の給付も行います。 
○ また、ひとり親家庭や障がいのある子どものいる家庭などに対して、生活実態を勘案し、適切な相

談・支援を行っていきます。 

施策 概要 
妊娠・出産等に要する経済負
担の軽減 出産、不妊治療支援などについて、制度に基づく手当を給付します。 

医療・保育・教育等に要する
経済負担の軽減 

子どもの成長・発達に伴う経済負担について、制度に基づく手当を給
付するとともに、子育て支援医療費助成等を行います。 

ひとり親家庭などへの支援 
制度に基づく手当の支給や福祉医療費助成などと併せて、ひとり親世
帯など、それぞれの家庭生活の実態を勘案しながら、適切な相談・支
援を行います。 

障がいのある子どもとその家
族への支援の充実 

制度に基づく手当等の支給を行うとともに、将来をともに描きながら
行うケアマネジメントのもとで、子どもと家族の自立生活を応援して
いきます。 



個 別 の 施 策 

「地域ぐるみ」 
で子ども・子育てを応援する施策 

それぞれの施策の領域の目標 

 

① 「地域子育て支援」の充実 

目 標 各地域での子育て支援体制があり、様々
な交流活動が活発に展開されている

 

② 「児童虐待等」への対応 

目 標 児童虐待や DVを未然に防ぎ、あるいは、
早期に対応している

 

③ 「家庭・地域の子育て力」の継承 

目 標 家庭や地域の、子どもを教育する力が継
承されている

 

④ 「子育て応援企業」への支援等 

目 標 町内の企業が積極的に子育てを応援して
いる

 

⑤ 「子どもの安全づくり」の強化 

目 標 子どもに関わる施設とその周辺の安全が
確保され、防災対策が充実している



個 別 の 施 策 
① 「地域子育て支援」の充実  

○ 子どもが生まれながらにして持っている基本的な権利、また、子どもと家庭が置かれている状況を、
まち全体で再認識し尊重していきます。 

○ 精華町の子育て支援の中核支援施設の整備を進めるとともに、従来の地域子育て支援体制を刷新・
強化し、小地域ごと、また、まちぐるみの、子育て支援・子育て交流活動の促進を図っていきます。 

施策 概要 
子ども・子育てへの住民理解
の促進 

子どもの人権についての啓発を進めるとともに、子どもと家庭が置か
れている現状についての住民理解をさらに促すよう取り組んでいき
ます。 

「子どもセンター（仮称）」の
整備 

情報受発信・相談・サークル等活動支援などの機能を備えた精華町の
中核的な子育て支援施設を、ほうその保育所（H23 年度新設開所予
定）に併設・整備します。 

「子どもセンター（仮称）」運
営指針の策定 

整備後の施設の有効活用に向けて、住民との協働の取り組みにより、
中期的な展開見通しの検討をもとに、運営指針を策定します。 

子育てサポートセンターの充
実 

中核施設の整備を踏まえて、子育てサポートセンターの体系を再構築
し、より充実した運営展開を図っていきます。 

子育て支援者の育成と連携 
子育て地域パートナーの養成を図るとともに、その活動の広がりと連
携を中心として、さらに多様な住民の子育て活動への参画・協働を促
していきます。 

子育て交流活動の促進 
育児サークル等の活動の展開支援とネットワーク、保護者会等の活動
の活性化、多世代交流サロン活動などを図ると同時に、これら活動へ
の男性参画を促進していきます。 

DV（domestic violence）：DV は、直訳的に「家庭内の暴力行為全般」を指して用いる場合
もあるが、一般的には「夫またはパートナーからの女性への暴力」を指す。暴力行為は主に、身
体的・精神的・経済的・社会的・性的なものに区分される。2002 年に「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関する法律」が施行。児童虐待とあわせ、子どもを取り巻く家族病理とし
て捉える。 



個 別 の 施 策 
② 「児童虐待等」への対応  

○ 児童虐待や DV は、子どもや被害者、さらには加害者までもが、心と体に深い傷を残すという、あ
ってはならないことであり、地域の連帯を強めることによって、未然に防ぐとともに早期の適切な
対応を図ります。 

施策 概要 

児童虐待・DV 等への対策ネ
ットの強化 

精華町要保護児童対策地域協議会を構成する行政各機関、保健・医
療・社会福祉機関や警察、民生委員児童委員、NPO などのほか、育
児サークルや子育てサポーターなどにより、連絡・相談・対策の緊密
なネットワークの強化に努めます。 

子育て訪問相談の実施 
民生委員児童委員・主任児童委員や保健師などが子育て家庭を訪問
し、その不安を受け止めることで、密室育児の予防と早期発見、早期
対応に努めます。 

児童虐待についての意識啓発 
「なにが虐待か」「なにが DV か」という基本認識に関する内容をは
じめとして、それらの予防と早期発見、早期対応等についての意識啓
発に努めます。 

虐待等経験者の、出産・育児
不安の解消支援 

虐待等の被害・加害を経験した人が、出産・子育てにおいて感じる不
安に対して、適切な相談やカウンセリングを提供できるよう努めま
す。 

③ 「家庭・地域の子育て力」の継承  
○ 家庭は、深い愛情の結びつきを前提とした日常生活の基礎単位として、人間関係の基本となる親子

の絆を、時間をかけて成立させていく場です。こうした家庭の力、また、地域とともに、子どもに
生活習慣や倫理観を育む力を受け継ぎ、さらに高めていきます。 

施策 概要 

家庭・地域の教育力の継承 
家庭や地域の子どもに対する教育力の継承・発展のため、子育て教室
や講演会、地域子育て講座などの子育て学習の機会を充実させていき
ます。

子ども・子育てを見守る地域
力づくり 

地域のおとなが地域の子どもの顔と名前を知っていることで子ども
への自然な挨拶や声かけがあり、いざという時に隣近所を頼りにでき
る地域づくりを進めていきます。

青少年健全育成活動の推進 フリーターやニート、若年失業者等への対策も含めながら、青少年健
全育成活動の推進を図ります。



個 別 の 施 策 

④ 「子育て応援企業」への支援等  
○ ワーク・ライフ・バランスを自らの意思で選択できる、男女共同参画の地域社会をつくっていくた

め、啓発等を通じて企業に子育ての応援等を広く求めるとともに、ハローワークとの連携のもとで、
子育て中からのリカレント支援、就労支援等を図っていきます。 

施策 概要 

子育て応援企業への支援 
子育てへの企業理解・協力についての啓発を進めるとともに、育児休
業などが取得しやすいことなどを企業ステイタスとするような企業
に対して顕彰・支援等を図っていきます。 

リカレント・再就職に関する
相談支援の実施 

ハローワークと連携して行う、リカレントや再就職に関する相談支
援・職業あっ旋の取り組みのなかで、出産や子育てに起因して離職し
た人への対応の充実を図っていきます。 

リカレント（recurrent）：回帰、還流、循環の意。リカレント教育として 1970 年代に経済協
力開発機構（OECD）が提唱した生涯学習の制度的形態で、職業能力開発、自己実現などの目的
により、社会から学習の場へ立ち戻って受ける教育をいう。慣用的には、その目的のため社会・
家庭と学習の場を生涯にわたって往復することを大きくリカレントと捉える。 

⑤ 「子どもの安全づくり」の強化  
○ 交通事故や災害、犯罪などから子どもを守ることはおとなの責務であり、「子どもの安全をつくる」

「子どもが自らの身を守る力を育む」視点から、地域で一丸となった取り組みを進めていきます。

施策 概要 

交通安全と防犯対策の充実 
警察など関係諸機関や地域のスクールヘルパーなどボランティア活
動と協力・連携しながら、通学路等の交通安全施設や街路灯の整備、
子どもに対する交通安全・防犯指導の充実などを図っていきます。 

地域防犯体制の強化 
子どもを「安全管理しやすい環境に閉じ込める」のではなく「地域の
安全を地域で守る」ことを前提とし、地域防犯体制の強化を図ってい
きます。 

地域防災体制の強化 地域防災体制について強化を図り、乳幼児・妊婦等など避難行動にお
ける要配慮者への対応を進めます。 



個 別 の 施 策 
［施策体系一覧］ 

施策の柱 施策領域 施策 
子どもの声を聞くまちづくりの推進 「子ども目線」の尊重 子どもにやさしい施設整備の推進 
子どもと親の気軽な遊び場の提供 
図書館における児童サービスなどの活動の充実 
いのちにふれる機会の充実 
食育の推進 
文化・芸術・科学等にふれる機会の拡充 
体育・スポーツ活動の充実 
公共施設の地域活用の推進 

「遊び・生活体験」の応援 

公園や広場の適切な配置と維持管理 
総合的な学習や体験学習の充実 
「心の教育」の充実 
教員の資質向上のための研修の充実 
学校間の交流活動の推進 
学校評議員活動の充実 

「学び」の応援 

就学前教育体制の充実 
発達・発育相談の充実 
療育体系の充実 「発達・療育」の応援 
障がいのある子どもの多様な交流活動の充実 
喫煙・飲酒・薬物乱用防止等に関する啓発の推進 
相談できる学校づくりの推進 
保健・衛生指導の充実 

 
「子ども」 
を応援する施策 

「保健・衛生」の充実 
給食の安全管理の徹底 
母子保健サービスの充実 
産前産後のヘルパー派遣の実施 「母子保健・医療」の確保 
「子ども医療」の充実 
通常保育等の実施 
延長保育等の実施 
一時預かりの拡大 
ショートステイ・トワイライトステイの実施 
休日・夜間保育の実施検討 
産休明け保育への支援 
病児・病後児保育の充実 

「保育サービス等」の充実 

子育てからのリフレッシュ機会の充実 
保育所施設・設備の計画的な維持管理・更新 
保育所運営の効率化の推進 「保育所」の環境向上 
保育水準の平準化と向上 
放課後子ども教室の拡充 

「放課後児童」の応援 放課後児童クラブの拡充 
障がいのある子どもの放課後支援の拡充 
妊娠・出産等に要する経済負担の軽減 
医療・保育・教育等に要する経済負担の軽減 
ひとり親家庭などへの支援 

 
「子育て」 
を応援する施策 

「子育て費用等」の負担軽減 
障がいのある子どもとその家族への支援の充実 
子ども・子育てへの住民理解の促進 
「子どもセンター（仮称）」の整備 
「子どもセンター（仮称）」運営指針の策定 
子育てサポートセンターの充実 
子育て支援者の育成と連携 

「地域子育て支援」の充実 

子育て交流活動の促進 
児童虐待・DV 等への対策ネットの強化 
子育て訪問相談の実施 
児童虐待についての意識啓発 「児童虐待等」への対応 
虐待等経験者の、出産・育児不安の解消支援 
家庭・地域の教育力の継承 
子ども・子育てを見守る地域力づくり 「家庭・地域の子育て力」の継承 
青少年健全育成活動の推進 
子育て応援企業への支援 「子育て応援企業」への支援等 リカレント・再就職に関する相談支援の実施 
交通安全と防犯対策の充実 
地域防犯体制の強化 

 
「地域ぐるみ」 
で子ども・子育てを 

応援する施策 

「子どもの安全づくり」の強化 
地域防災体制の強化 



計画を進めるために 

この計画は、精華町全体で子どもと子育てを応援するものであり、計画したそれぞれの
内容を適切かつ確実に進めていくためには、以下の点が重要となります。 

① 子育てを“他人事”にしない  

住民には、夫婦間・親同士・地域住民同士などの関係において、互いに手を差し伸
べあい、子どもと子育てについてもう一歩を進めた“心がけ”が望まれます。 

○ 家庭や地域が子どもを養育する機能が低下していることが叫ばれているなか、私たちは
再び、あるいは新しい形で、その機能を回復していかなくてはなりません。 

○ そのためこの計画には、すべてのおとなが子どもの人格と権利を尊重することを前提と
し、“子どもと子育ての孤立”を生まない地域社会を形づくっていくための諸施策を盛り込
んでいます。

② 男女がともに取り組む  

精華町には、男女共同参画社会を支えるための保育サービスなどの充実、また、国
際的な文化・学術・産業の集積を踏まえた先進的な取り組み展開を図ることが望まれ
ます。 

企業には、育児・介護休業制度の定着や労働時間の短縮・弾力化など、子育てをし
やすい職場づくりをしていくことが求められます。 

○ 私たちが実際に就労と子育てを両立させることは、なかなかハードルが高いのが現実で
すが、そのハードルを少しでも低くしていくための努力、子育てと仕事の双方に対して
いっそうの男女共同参画を進めていく努力を欠かすことはできません。 

③ 計画の進行を管理する  

計画には、施策の目標とその達成を評価するための指標を設定しており、これを地
域で共有することで、計画の確実な推進、また、次期計画策定の基礎としていきます。 

○ なお、次世代育成支援行動計画については、特定 12 項目について事業目標量を設定し、
これらを中心に進行管理を図ることが求められることから、施策評価の指標とあわせて
次の通り目標数値を定めて事業推進を図っていきます。 

○ これら計画の進行管理については、精華町次世代育成支援対策地域協議会を中心に行っ
ていくこととします。



精華町次世代育成支援行動計画における、 
特定 12 項目の事業の進捗状況と後期計画における方針 

 

前期計画の事業量 後期計画の方針 
計画策定時 計画目標 実施状況 計画目標 事業項目 

H.16 H.21 H.21 H.26 
摘要 

通常保育事業 ５か所 ６か所 ５か所 ５か所 
目標事業量を達成している（老朽保
育所 2 か所の統合・新設に先立ち、
ほうその第 2 保育所を休止）後期
計画で目標の上積みはしない。 

トワイライトステ
イ事業 未実施 １か所 １か所 １か所 目標事業量を達成している。後期計

画で目標の上積みはしない。 

ショートステイ 
事業 未実施 １か所 １か所 １か所 目標事業量を達成している。後期計

画で目標の上積みはしない。 

一時預かり事業 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 目標事業量を達成している。後期計
画で目標の上積みはしない。 

延長保育事業 ４か所 ５か所 ５か所 ５か所 目標事業量を達成している。後期計
画で目標の上積みはしない。 

休日保育事業 ‾ ‾ ‾ １か所 ニーズを勘案し、後期計画期間にお
いて検討する。 

夜間保育事業 ‾ ‾ ‾ ‾ ニーズを勘案し、後期計画期間にお
いては実施しない。 

特定保育事業 ‾ ‾ ‾ ‾ ニーズを勘案し、後期計画期間にお
いては実施しない。 

病児・ 
病後児 
保育事業 

上段；病児 
下段；病後児 未実施 0 か所 

1 か所 
0 か所 
1 か所 

１か所 
１か所 

目標事業量を達成している。後期計
画では、目標の上積みはしないが、
病児対応への拡充を検討する。 

ファミリー・サポー
トセンター事業 ‾ ‾ ‾ １か所 

ニーズを勘案し、後期計画期間にお
いての実施を検討する。実施に先立
ち、事業の担い手の育成を図ってい
く。 

ひろば型 未実施 １か所 １か所 ２か所 
目標事業量を達成している。後期計
画では、さらに 1 か所の設置を目
指す。 

センター型 未実施 １か所 １か所 １か所 目標事業量を達成している。後期計
画で目標の上積みはしない。 

地域 
子育て 
支援拠点 
事業 

児童館型 ‾ ‾ ‾ ‾ ニーズを勘案し、後期計画期間にお
いては実施しない。 

放課後児童健全 
育成事業 ５か所 ５か所 ５か所 10 か所 

国の示すガイドラインを踏まえて、
望ましい集団規模となるよう、実施
か所の拡大を図る。 



（それぞれの事業の概要） 

通常保育事業 保護者が日中就労のために保育できない就学前の子どもを保育所で保育
する（午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分） 

トワイライトステイ事業 
就労などの都合により保護者の帰宅が平日の夜間や休日に不在となり家
庭で子ども（小学校修了前まで）の養育が困難になったとき、児童福祉
施設などにおいて一時的に子どもを預かる。 

ショートステイ事業 
保護者が入院や出張、育児疲れなどの理由で、家庭で子ども（小学校修
了前まで）の養育が困難になったとき等に、児童福祉施設等において一
時的（１週間以内）に子どもを預かる。 

一時預かり事業 保護者の急病や育児疲れ解消等を目的に、就学前の子どもを一時的に保
育所で保育する。 

延長保育事業 通常保育の前後に時間を延長して保育を行う（午前 7 時～午前 8 時 30
分、午後 4 時 30 分～午後 7 時） 

休日保育事業 日曜日・祝日に、保護者が就労のため日中保育できない就学前の子ども
を保育する。 

夜間保育事業 保護者の就業形態・就業時間の多様化に対応するため、午後 10 時まで就
学前の子どもを保育する。 

特定保育事業 保護者のパート就労等により家庭での保育が困難な就学前の子どもに対
して、一定程度（1 か月あたり概ね 64 時間以上）継続的に保育を行う。 

病児保育 病気の子ども（概ね小学校 3 年以下）について、保護者に代わって一時
的に保育を行う。 病児・病後児

保育事業 
病後児保育 病気回復期にある子ども（概ね小学校 3 年以下）について、保護者に代

わって一時的に保育を行う。 

ファミリー・サポートセンター
事業 

子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者が会員登録
し、保育所までの送迎、買い物等の外出時の一時預かり等、子育てにつ
いての助け合いを行う。 

ひろば型 就学前の子ども（主に３歳未満児）がいる保護者に対して保護者同士の
交流の場を提供し、子育て不安の軽減や仲間づくりの支援を行う。 

センター型 子育て不安に対する相談・指導や子育てサークルへの支援等、地域の子
育て家庭に対する支援を行う。 

地域子育て 
支援拠点事業 

児童館型 児童館内で一定時間、つどいの場を設け、子育て支援活動従事者による
地域の子育て支援のための取り組みを実施する。 

放課後児童健全育成事業 
日中、就労のために保護者が家庭にいない小学生（概ね 10 歳未満）に対
し、授業の終了後に指定の場所において、適切な遊びと生活の場を与え
る。 





 資 料 編   

・ 
精華町の子ども・子育てを取り巻く概況 

・ 
この計画の策定経緯 

・ 



※ 資料中の百分率表示は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、各項目の比率の合計が必ずしも
100.0%になりません。 



精華町の子ども・子育てを取り巻く概況

（１）統計等の諸指標にみる概況 
① 人口・世帯の動向  

学研都市開発の進展に伴う転入によって、人口・世帯数が一時的に急増しましたが、近
年、その伸びは安定しています。 

（出典：各年国勢調査、ただし平成 21 年は 9 月末日現在精華町調べ） 

（出典：精華町調べ） 



婚姻組数の変動が示す通り、子育て期にある世帯のまとまった転入があったことを反映
して年少人口比率の低下が比較的緩慢ですが、高齢化は着実に進んでいます。 

（出典：精華町調べ） 

（出典：各年国勢調査、ただし平成 21 年は 9 月末日現在精華町調べ） 



８歳以下人口は平成 17 年をピークに減少しています。また、単独世帯、核家族世帯比
率が増加しています。 

（出典：各年国勢調査、ただし平成 21 年は 9 月末日現在精華町調べ） 

（出典：各年国勢調査） 



② 女性の就労状況とライフステージ  
女性の社会進出が進んでいるとされるものの、15 歳以上で「主に仕事をしている人」の

割合を男女で比較すると、女性の就労が結婚や出産、育児等によって大きく左右されてい
ることがうかがえます。 

（出典：平成 17 年国勢調査） 

（出典：平成 21 年「新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査」） 



③ 保育所と保育事業  
精華町では 5 保育所があります。各保育所の概要は以下の通りとなっています。 

■保育所施設の概要

ほうその 2,703.11 711.60 鉄骨ブロック
平屋 1,167.68 120 S.46.5開所、S.63大規模修理、

H.8, H.14増築

こまだ 3,073.28 1,512.80 鉄骨造
2階建 950.40 150 S.50.4開所、S.63大規模修理、

H.14建替

いけたに 4,100.00 906.00 鉄筋コンクリート
平屋 1,172.84 150 H.3.6開所

ひかりだい 2,341.85 1,514.64
鉄筋コンクリート
2階建

1,113.00
幼稚園と共用 150 H.12.4開所、幼稚園併設

せいかだい 3,009.24 1,640.13 鉄骨
2階建 928.41 150 H.17.4開所

開発の進捗に伴って保育児童数が増加したことから、平成 17 年にせいかだい保育所を
開所しました。また、ほうその第 2 保育所は、児童数の減少に伴い集団保育が困難となっ
たため平成 21 年 3 月をもって休所しています。 

■保育所別の各歳別保育児童数
定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

ほ う そ の 120 11 19 30 24 24 28 136
こ ま だ 150 9 20 22 39 44 41 175

い け た に 150 14 18 20 34 28 27 141
ひ か り だ い 150 15 23 36 42 41 46 203
せ い か だ い 150 6 32 39 34 39 38 188

計 720 55 112 147 173 176 180 843
平成21年10月1日現在



現行の保育事業量を総括すると以下の通りとなります。 

■保育事業量
（平日）

時間帯 保育事業量
早朝保育 7:00 ～ 8:30 720人
通常保育 8:30 ～ 16:30 720人
延長保育 16:30 ～ 19:00 720人

（土曜日）
時間帯 保育事業量

早朝保育 7:00 ～ 8:30 720人
通常保育 8:30 ～ 12:00 720人
延長保育 12:00 ～ 16:00 720人

（その他）
0歳児保育
一時預かり （8:30 ～ 16:30）

障がい児保育

全保育所で生後6か月から受け入れ

ひかりだい保育所；7名程度／日、せいかだい保育所；13名程度／日、
1,800円／日（早朝・延長保育有り、料金別途要）

全保育所で受け入れ、必要に応じて保育士を加配

④ 就学前教育  
精華町には、私立幼稚園が 3 園あり、それぞれ特色のある教育方針のもとで、就学前教

育を実施されています。各園の概要は以下の通りとなっています。 

■幼稚園別の園児数 （人）
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

聖マリア 193 241 252 280 261 270 258 235 231
光が丘 147 173 195 212 213 187 179 153 138
星の光 225 271 279 281 288 264 238 223 222

幼稚園計 565 685 726 773 762 721 675 611 591
各年5月1日現在（町外園児除く）



⑤ 放課後児童クラブ  
すべての小学校に放課後児童クラブを開設し、昼間留守家庭児童の指導を行っています。

全学年を対象として、平時は下校時から 18 時まで、学校長期休業中は 8 時 30 分～18 時
までの開設としています。 
■放課後児童クラブの指導児童数 （人）

名称 小学校区 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
にこにこクラブ 精北 38 46 44 44 47 58 70 58 71 75

てんとう虫クラブ 川西 32 27 24 34 34 42 64 60 71 68
ひまわりクラブ 山田荘 46 59 52 64 58 66 84 95 83 85
なかよしクラブ 東光 32 46 70 76 75 99 109 115 121 116
ぴかぴかクラブ 精華台 - 17 36 74 80 105 130 139 132 138

148 195 226 292 294 370 457 467 478 482
各年4月1日現在

計



（２）社会動向と精華町の取り組み 
① 国・府の動向（京都府次世代育成支援後期行動計画参考資料より）  

 



② 精華町のこれまでの主な取り組み  

時期 取り組み 

平成 10 年度 「精華町保育所づくりの構想」策定  

平成 12 年度 「人権教育のための国連 10 年精華町行動計画」策定 

「精華町障害者基本計画」策定 
平成 13 年度 

精華町子育て実態調査 

平成 14 年度 「精華町第 4 次総合計画」策定 

平成 15 年度 「精華町児童育成計画」策定  

次世代育成支援に関するニーズ調査 
平成 16 年度 

「精華町児童育成計画・次世代育成支援行動計画（前期計画）」策定  

「精華町男女共同参画計画」策定 
平成 17 年度 

「精華町人権教育・啓発推進計画」策定 

「精華町子どもの読書活動推進計画」策定 

精華町の保育所に関する保護者アンケート調査 平成 18 年度 

「精華町障害者基本計画（改訂）・精華町障害福祉計画」策定 

「精華町第２次保育所づくり構想 ～精華町保育所づくり指針～」策定 
平成 19 年度 

「精華町健康増進計画」策定 

精華町次世代育成支援に関するアンケート調査・新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニ
ーズ調査 

「精華町立ほうその保育所建設基本計画」策定 

精華町放課後児童クラブに関する保護者アンケート調査 

「精華町障害福祉計画（改訂）」策定 

平成 20 年度 

「精華町地域福祉計画」策定 

平成 21 年度 「精華町児童育成計画・次世代育成支援行動計画（後期計画）」策定  



この計画の策定経緯
 

（１）策定の経緯 
 

年 月 取り組み 

平成 20 9 精華町次世代育成支援に関するアンケート調査・新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等
のニーズ調査 

7 第 1 回精華町次世代育成支援対策地域協議会 
「精華町における次世代育成支援に関するアンケート調査結果の報告について」等 

9 庁内関係各課へのヒアリング調査 

第２回精華町次世代育成支援対策地域協議会 
「前期計画の総括について」等 

10 
町内育児サークルへのヒアリング調査 

12 第３回精華町次世代育成支援対策地域協議会 
「後期計画内容の検討について」等 

平成 21 

１～２ パブリックコメントの募集（募集期間：1 月 19 日から 2 月 18 日） 

平成 22 ３ 第４回精華町次世代育成支援対策地域協議会 
「後期計画（案）について」等 



（２）精華町次世代育成支援対策地域協議会 
■設置要綱 

精華町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成21年1月28日 
要 綱 第 1 号 

 （設置及び目的）
第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律１２０号）第２１条の規定に基づき、

精華町における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置等について協議する
ため、精華町次世代育成支援対策地域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

 （所掌事務）
第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
（１）精華町次世代育成支援行動計画に関すること。
（２）その他次世代育成支援対策の推進上必要と認められること。
 （組織）
第３条 協議会は、１５人以内の委員をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
（１）学識経験を有する者
（２）関係行政機関の職員
（３）社会福祉関係団体を代表する者
（４）保健、医療関係団体を代表する者
（５）教育関係団体を代表する者
（６）子育て支援等に関係する者
（７）町民から公募する者
（８）その他町長が必要と認める者
３ 町民から公募する者の選考方法等については、別に定める。
 （任期）
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 （会長及び副会長）
第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選でこれを定める。
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 （会議）
第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。
２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
 （意見の聴取等）
第７条 協議会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
 （庶務）
第８条 協議会の庶務は、民生部児童育成課において処理する。
 （その他）
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って別に定める。

   附 則
 この要綱は、公布の日から施行する。 



■委員名簿 
分野 委員名 関係機関 

学識経験者 ◎ 西 川 満 社会福祉法人盛和福祉会（児童養護施設 京都大和の家） 

関係行政機関  鈴 木 賀永子 京都府山城南保健所 

 杉 山 典 寿 社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

 澤 田 典 子 精華町民生児童委員協議会 

社会福祉 

 地 主 明 広 特定非営利活動法人そら 

保健医療  桑 原 勲 社団法人相楽医師会精華班（創愛クリニック小児科医院） 

 長 澤 英 雄 精華町小中学校校長会（精華町立川西小学校） 

 谷 口 偉 精華町内幼稚園（学校法人光が丘幼稚園） 

 木ノ下 博 巳 学校法人南京都学園（南京都高等学校） 

教育機関 

 福 味 真樹紅 精華町地域で子どもを育てる連絡協議会 

〇 田 中 智 美 精華町子育て地域パートナー連絡協議会 

 松 本 彰 子 子育てサポート「結」 

子育て支援等 
関係 

 澤 野 里 実 精華町養護学校生親の会 

 近 藤 かほる 町民公募 町民代表 

 山 Ø 智 子 町民公募 

◎ 会長 〇 副会長 
 

 





 
 

子どもと家庭、地域はひとつ！
にこにこ子育て すくすく精華
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